
埼玉県農山村バイオマス利活用推進計画の概要

１ 計画の位置づけ バイオマス活用推進基本法第21条第１項
（基本法抜粋）
第21条 都道府県は、バイオマス活用推進基本計画を勘案して、当該都道府県におけるバイオマスの活用の

推進に関する計画を策定するよう努めなければならない。

２ バイオマス利活用の意義
（１）地球温暖化の防止
（２）循環型社会の形成とサーキュラーエコノミー（循環経済）の推進
（３）農山村の活性化

３ 対象とするバイオマス
廃棄物系バイオマスの分類に新たに下水汚泥を追加し、２分類７種類とする。

４ 計画の目標
令和12年度農山村バイオマス利活用率：90％

５ 計画期間
国の第３次計画の終期に合わせて令和８年度～12年度（2030年）の５か年とする。

※赤字は令和８年３月改訂時の追加又は変更部分
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